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峨
山
禅
師
の
御
業
績 

― 

檀
信
徒
と
の
関
係
に
つ
い
て 

―
　
　
　
　
　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員　
　

尾
﨑
　
正
善

　
　
は
じ
め
に

　

峨
山
韶
碩
禅
師
（
一
二
七
六
～
一
三
六
六
）
は
、
總
持
寺
を
瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）
か
ら
引
き
継
ぎ
二
代
目
と
な
り
、

そ
の
発
展
の
基
礎
を
構
築
し
、
曹
洞
宗
教
団
全
国
展
開
へ
の
足
掛
か
り
を
築
い
た
禅
師
で
あ
る
。
初
期
總
持
寺
に
お
い
て
四
二
年
間
と
い

う
長
き
に
わ
た
り
住
持
を
務
め
、
伽
藍
を
整
備
し
、
運
営
の
仕
組
み
を
制
定
し
、
多
く
の
弟
子
を
指
導
し
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で

も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

後
に
曹
洞
宗
は
全
国
へ
展
開
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
峨
山
禅
師
が
總
持
寺
に
お
い
て
指
導
・

育
成
し
た
多
く
の
弟
子
達
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
峨
山
禅
師
は
、
總
持
寺
に
お
い
て
曹
洞
禅
を
宣
揚
し
、
弟
子
の
育
成
、
そ
し
て
寺
院
運
営
の
た
め
の
輪
住
制
度
な
ど
を

確
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
長
年
の
活
動
を
支
え
た
の
は
地
元
の
檀
越
・
外
護
者
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
人
々
と
の
関

係
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
一
、
峨
山
禅
師
の
伝
記
と
業
績

　

ま
ず
最
初
に
、
峨
山
禅
師
の
業
績
に
つ
い
て
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
点
を
確
認
し
て
お
く
。

　

①
總
持
寺
住
持
、
四
十
二
年
間
。
總
持
寺
の
基
礎
を
作
る
。
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②
弟
子
の
教
化
。
五
哲
・
二
十
五
哲
、
さ
ら
に
多
く
の
弟
子
達
を
指
導
す
る
。

　

③
輪
住
制
度
の
確
立
。
峨
山
禅
師
亡
き
後
の
總
持
寺
の
運
営
方
法
を
制
定
。
他
の
末
寺
に
も
反
映
。

　

④
永
光
寺
と
總
持
寺
の
兼
帯
。
寺
院
運
営
の
手
腕
。

　

さ
ら
に
禅
師
の
業
績
は
、
『
山
雲
海
月
』
に
見
ら
れ
る
、
禅
思
想
の
宣
揚
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

　

本
題
に
則
し
て
見
る
と
、
寺
院
運
営
と
弟
子
の
育
成
が
大
き
な
柱
と
な
る
。
こ
れ
が
、
中
世
以
降
、
特
に
江
戸
時
代
に
な
り
曹
洞
宗
教

団
が
大
き
く
全
国
に
発
展
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
弟
子
を
育
て
全
国
に
送
り
出
し
、
さ
ら
に
輪
住
制
度
と
い
う
形
で
總
持
寺
を
護
持
発

展
さ
せ
て
行
く
基
礎
が
、
教
団
発
展
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
教
化
活
動
及
び
伽
藍
整
備
・
寺
院
の
護
持
を
行
う
に
は
、
ど
う
し
て
も
寺
院
を
運
営
し
て
行
く
と
い
う
経
営
的
な
側
面
が
必

要
と
な
る
。
譬
え
優
れ
た
能
力
を
持
っ
た
指
導
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
周
囲
の
協
力
・
援
助
が
な
け
れ
ば
一
人
で
は
何
も
出
来
な
い
の

が
現
実
で
あ
る
。
峨
山
禅
師
の
置
か
れ
た
状
況
も
同
様
の
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
總
持
寺
を
運
営
し
て
行
く
支
え
と
な
っ
た
、

地
元
の
檀
越
、
外
護
者
と
の
関
係
は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

　

峨
山
禅
師
の
詳
し
い
伝
記
に
つ
い
て
は
、
他
の
論
文
に
譲
る
が
、
そ
の
略
歴
だ
け
記
し
て
お
く
（
１
）。

【
峨
山
韶
碩
禅
師
略
伝
】

建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　

一　
　
　

能
登
羽
咋
郡
瓜
生
田
に
生
ま
れ
る
。
（
一
説
に
は
建
治
元
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
身
は
、
源
氏
。　

（
一
説
に
は
、
岡
部
六
弥
太
忠
澄
の
子
孫
）

正
応
四
年
（
一
二
九
一
）　

一
六　
　

叡
山
延
暦
寺
で
菩
薩
戒
を
受
け
、
講
師
円
宗
に
就
く
。

永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）　

二
二　
　

冬
、
瑩
山
禅
師
に
京
都
で
相
見
す
。
（
一
説
に
は
加
賀
大
乗
寺
）

正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　

二
四　
　

春
、
再
び
大
乗
寺
に
瑩
山
禅
師
を
訪
ね
、
衣
を
改
め
禅
門
に
帰
投
す
。
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三
年
（
一
三
〇
一
）　

二
六　
　

十
二
月
二
十
三
日
、
両
箇
の
月
の
問
答
で
悟
道
し
、
瑩
山
禅
師
の
印
可
を
受
く
。

徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）　

三
一　
　

師
の
命
に
よ
り
、
諸
法
遍
歴
の
途
に
着
く
。
（
一
説
に
は
、
入
元
）

正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　

三
八　
　

瑩
山
禅
師
、
能
登
酒
井
保
の
地
を
寄
進
さ
れ
る
（
永
光
寺
）
。

元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）　

四
六　
　

二
月
一
日
、
瑩
山
禅
師
よ
り
、
永
光
寺
妙
荘
厳
院
に
て
「
戒
脈
」
及
び
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
』
一
巻
を
、
明
峰
と
と
も
に
受
く
。

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
二
十
二
日
、
瑩
山
禅
師
、
定
賢
よ
り
、
諸
嶽
寺
観
音
堂
を
寄
進
さ
れ
る
。

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
五
日
、
永
光
寺
首
座
に
任
じ
ら
れ
、
秉
払
を
行
う
。

正
中
元
年
（
一
三
二
四
）　

四
九    　

五
月
十
六
日
、
永
光
寺
首
座
、
大
衆
二
十
名
と
總
持
寺
僧
堂
の
開
堂
式
に
向
か
う
。

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
月
二
十
九
日
、
總
持
寺
僧
堂
開
単
式
を
行
う
。

    　
　
　
　
　
　
　

          　
　
　

 　

七
月
七
日
、
瑩
山
禅
師
よ
り
總
持
寺
住
職
に
請
せ
ら
れ
、
拄
杖
・
払
子
・
法
衣
な
ど
を
受
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
説
に
は
、
元
亨
二
年
。
ま
た
八
月
七
日
と
も
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

授
戒
会
・
転
読
大
般
若
祈
祷
会
を
行
う
（
總
持
寺
二
世
・
吉
事
の
法
要
）

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）　

五
〇　
　

八
月
、
瑩
山
禅
師
よ
り
自
賛
の
頂
相
を
授
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月
十
五
日
、
瑩
山
禅
師
、
永
光
寺
に
て
示
寂
（
六
二
歳
）

建
武
元
年
（
一
三
三
四
）　

五
九　
　

無
底
良
韶
（
一
三
一
三
～
一
三
六
一
）
、
参
じ
て
得
度
し
、
菩
薩
戒
を
受
く
。

暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）　

六
五　
　

一
月
一
日
、
足
利
直
義
、
仏
舎
利
一
粒
を
永
光
寺
に
寄
せ
る
。
（
一
説
に
は
、
暦
応
元
年
十
二
月
）

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
六
日
、
足
利
尊
氏
、
若
部
保
の
地
頭
職
を
永
光
寺
に
寄
進
す
る
。

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
年
、
永
光
寺
に
董
住
す
。
永
光
寺
廊
院
・
浄
住
寺
東
司
造
立
。

　
　

四
年
（
一
三
四
一
）　

六
六　
　

無
底
良
韶
、
總
持
寺
の
峨
山
の
下
で
入
室
嗣
法
す
。
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こ
の
年
、
永
光
寺
を
退
き
總
持
寺
へ
帰
る
。

康
永
三
年
（
一
三
四
四
）　

六
九　
　

五
月
、
月
泉
良
印
（
一
三
一
九
～
一
四
〇
〇
）
、
入
室
嗣
法
す
。

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

再
び
永
光
寺
に
輪
住
し
五
月
二
日
、
寺
内
に
塔
を
造
立
す
。

貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）　

七
一　
　

源
翁
心
昭
（
一
三
二
九
～
一
四
〇
〇
）
が
總
持
寺
来
参
。

　
　

五
年
（
一
三
四
九
）　

七
四　
　

太
源
宗
真
（
？
～
一
三
七
一
）
、
入
室
嗣
法
す
。

文
和
元
年
（
一
三
五
二
）　

七
七　
　

こ
の
春
、
通
玄
寂
霊
（
一
三
二
二
～
一
三
九
一
）
が
總
持
寺
に
参
ず
。

　
　

四
年
（
一
三
五
五
）　

八
〇　
　

無
底
良
韶
を
永
光
寺
住
職
に
招
請
す
る
書
状
を
正
法
寺
へ
送
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
叟
道
愛
（
？
～
一
三
七
九
）
、
入
室
嗣
法
す
。

延
文
元
年
（
一
三
五
六
）　

八
一　
　

通
幻
寂
霊
、
入
室
嗣
法
し
、
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
を
授
く
。

　
　

三
年
（
一
三
五
八
）　

八
三　
　

十
一
月
四
日
、
左
衛
門
尉
信
氏
よ
り
、
能
登
櫛
比
荘
内
保
村
の
田
地
を
總
持
寺
に
寄
進
さ
れ
る
。

貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）　

八
七　
　

二
月
九
日
、
總
持
寺
未
来
住
持
職
補
佐
の
規
を
定
む
。

　
　

二
年
（
一
三
六
三
）　

八
八　
　

三
度
、
永
光
寺
に
董
住
す
。
（
八
月
二
十
八
日
、
永
平
寺
拝
登
・
峨
山
石
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
外
円
照
（
一
三
一
一
～
一
三
八
一
）
、
總
持
寺
に
来
参
す
。

　
　

三
年
（
一
三
六
四
）　

八
九　
　

總
持
寺
住
持
職
の
次
第
を
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
年
、
会
下
の
上
足
に
垂
誨
す
。
（
こ
の
記
録
が
『
山
雲
海
月
』
と
な
る
）

　
　

五
年
（
一
三
六
六
）　

九
一　
　

八
月
三
日
、
法
嗣
、
及
び
伝
戒
の
弟
子
、
二
十
八
人
の
次
第
を
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
二
十
日
、
示
寂
。
（
異
説
に
、
貞
治
四
年
十
月
二
十
日
説
。
同
年
十
月
二
十
四
日
説
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
治
二
年
十
月
二
十
日
説
あ
り
）
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以
上
の
よ
う
に
、
十
六
歳
で
出
家
し
比
叡
山
で
修
行
し
た
後
、
二
十
四
歳
の
時
に
大
乘
寺
の
瑩
山
禅
師
の
も
と
に
行
き
弟
子
入
り
し

た
。
そ
の
後
、
四
十
九
歳
で
總
持
寺
を
譲
ら
れ
第
二
代
と
な
り
、
九
十
一
歳
で
示
寂
し
た
。
当
時
と
し
て
は
、
大
変
な
高
齢
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
總
持
寺
を
四
十
九
歳
で
譲
ら
れ
た
後
、
四
十
二
年
間
に
わ
た
り
住
職
の
位
に
あ
り
、
護
持
発
展
、
弟
子
の
育
成
に
努
め
ら

れ
た
。
四
十
二
年
と
、
口
で
い
う
の
は
簡
単
で
あ
る
が
、
現
代
に
当
て
は
め
て
も
大
変
長
期
の
住
持
職
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
に
述

べ
る
輪
住
制
や
永
光
寺
と
異
な
り
、
他
に
そ
の
位
を
譲
る
こ
と
な
く
、
遷
化
す
る
ま
で
の
一
代
、
不
動
の
位
に
就
い
て
い
た
。
ま
た
、
そ

の
教
化
の
姿
勢
は
、
他
の
地
域
に
足
を
運
び
、
多
く
の
寺
院
を
建
立
す
る
と
い
う
様
な
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
總
持
寺
、

そ
し
て
永
光
寺
を
護
る
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
弟
子
に
関
し
て
、
無
底
良
韶
・
月
泉
良
印
・
源
翁
心
昭
・
太
源
宗
真
・
通
玄
寂
霊
と
い
う
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
弟
子
が
、
一
度
に
峨
山
禅
師
の
下
で
修
行
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
た
弟
子
は
、
五
哲
・
二
十
五
哲
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
実
際
の
弟
子
の
数
に
関
し
て
は
、
他
の
資
料
を
見
る
と
二
十
八
人

説
、
二
十
九
人
説
も
し
く
は
三
十
人
説
と
、
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
（
２
）。
ま
た
、
峨
山
禅
師
の
葬
儀
関
係
の
記
録
で
あ
る
、
「
峨
山
韶
碩

禅
師
喪
記
」
「
峨
山
韶
碩
遺
物
配
分
状
」
な
ど
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
弟
子
の
名
簿
に
は
挙
が
っ
て
こ
な
い
名
前
も
記
載
さ
れ
て
い
る
（
３
）。
当

然
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
弟
子
の
数
は
、
一
般
に
言
わ
れ
る
二
十
五
人
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
弟
子
が

い
た
と
想
像
で
き
る
。
四
二
年
間
で
は
、
少
な
く
と
も
倍
、
も
し
く
は
三
倍
か
ら
四
倍
の
弟
子
が
い
た
と
想
像
で
き
る
が
、
そ
れ
が
一
度

期
で
な
か
っ
た
と
し
て
總
持
寺
の
隆
盛
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
輪
住
制
度
確
立
の
条
件
で
あ
る
。
輪
住
制
度
は
、
簡
単
に
言
え
ば
優
秀
な
弟
子
が
交
替
で
寺
院
を
護
っ
て
行
く
と
い
う
制
度
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
寺
院
運
営
上
の
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
合
議
に
よ
っ
て
そ
れ
を
解
決
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
を

運
営
し
て
行
く
に
は
、
一
定
数
以
上
の
優
れ
た
弟
子
が
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
弟
子
達
が
次
世
代
以
降
の
弟
子
を
育
て
て
行
く
と
い
う

条
件
が
必
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
峨
山
禅
師
亡
き
後
を
嗣
ぐ
、
第
二
世
代
の
人
員
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
円
滑
な
運
用
は
望
め
な
い
。
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そ
の
よ
う
に
、
後
事
を
託
す
に
足
る
べ
き
優
れ
た
多
く
の
弟
子
を
育
て
る
こ
と
が
峨
山
禅
師
に
と
っ
て
は
大
切
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
二
、
瑩
山
禅
師
と
總
持
寺

　

總
持
寺
を
開
か
れ
た
の
は
瑩
山
禅
師
で
あ
る
が
、
そ
の
瑩
山
禅
師
と
總
持
寺
の
関
係
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
『
観
音
堂

縁
起
』
（
總
持
寺
中
興
縁
起
（
４
））
・
『
洞
谷
記
』
な
ど
の
記
録
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

【
瑩
山
禅
師
と
總
持
寺
関
係
年
譜
】

　

元
亨
元
年

（
一
三
二
一
）　

四
月
二
十
三
日　
　

永
光
寺
方
丈
に
て
諸
岳
観
音
堂
の
瑞
夢
を
見
る
。

五
月
中
旬　
　
　
　

諸
嶽
観
音
堂
・
定
賢
律
師
の
要
請
。
中
興
開
山
と
し
て
観
音
堂
入
寺
。

六
月
十
五
日　
　
　

本
尊
の
観
音
菩
薩
の
夢
を
見
て
、
山
門
建
立
の
願
を
発
す
る
。

六
月
十
七
日　
　
　

『
観
音
堂
縁
起
』
（
總
持
寺
中
興
縁
起
）
を
撰
す
（
５
）。

十
一
月
二
十
五
日　

峨
山
、
永
光
寺
首
座
に
任
じ
ら
れ
、
秉
払
を
行
う
（
６
）。

　

元
亨
二
年

（
一
三
二
二
）　

四
月
三
日　
　
　
　

永
光
寺
仏
殿
の
建
設
開
始
（
７
）。

六
月
十
八
日　
　
　

永
光
寺
勝
蓮
峰
に
円
通
院
を
建
立
。
「
円
通
院
縁
起
」
を
撰
す
（
８
）。

八
月
八
日　
　
　
　

永
光
寺
仏
殿
に
棟
木
を
置
く
（
上
棟
式
）
。

　

元
亨
三
年

（
一
三
二
三
）　

十
月
九
日　
　
　
　

永
光
寺
・
大
乗
寺
・
總
持
寺
な
ど
の
住
持
職
の
置
文
を
撰
す
（
９
）。

　

正
中
元
年

（
一
三
二
四
）　

五
月
十
六
日　
　
　

永
光
寺
峨
山
首
座
、
大
衆
二
〇
名
と
總
持
寺
僧
堂
の
開
堂
式
に
向
か
う
）
（1
（

。

五
月
二
十
九
日　
　

總
持
寺
僧
堂
開
単
式
を
行
う
。
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七
月
七
日　
　
　
　

峨
山
、
總
持
寺
住
職
に
請
せ
ら
れ
る
。

七
月
十
二
日　
　
　

永
光
寺
へ
帰
山

　

正
中
二
年

（
一
三
二
五
）　

八
月
十
五
日　
　
　

永
光
寺
に
て
示
寂
（
六
二
歳
）

　

以
上
記
載
し
た
よ
う
に
瑩
山
禅
師
は
、
元
亨
元
年
四
月
二
十
三
日
、
羽
咋
の
永
光
寺
に
お
い
て
瑞
夢
を
見
た
。
そ
し
て
一
月
後
の
五
月

の
中
旬
、
そ
の
瑞
夢
で
見
た
諸
岳
寺
、
後
に
山
号
の
由
来
と
な
る
諸
岳
寺
の
観
音
堂
を
定
賢
律
師
か
ら
譲
ら
れ
、
そ
の
中
興
開
山
と
し
て

迎
え
ら
れ
て
入
寺
し
た
。
後
に
諸
嶽
山
總
持
寺
と
改
め
た
。

　

そ
し
て
六
月
に
『
観
音
堂
縁
起
』
（
總
持
寺
中
興
縁
起
）
を
著
し
、
こ
こ
に
總
持
寺
と
し
て
の
歴
史
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

元
亨
三
年
十
月
に
は
、
永
光
寺
・
大
乗
寺
・
總
持
寺
な
ど
の
八
ヵ
寺
の
住
持
職
の
置
文
）
（（
（

を
撰
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

寺
を
譲
り
受
け
て
三
年
後
の
正
中
元
年
五
月
十
六
日
、
永
光
寺
か
ら
瑩
山
禅
師
と
共
に
峨
山
首
座
並
び
に
大
衆
二
十
名
が
總
持
寺
僧
堂

の
開
堂
式
に
向
か
い
、
二
十
九
日
に
開
堂
式
を
行
っ
た
。
そ
の
二
ヶ
月
後
の
七
月
七
日
に
瑩
山
禅
師
は
、
峨
山
禅
師
に
住
職
を
譲
り
、

十
二
日
に
は
永
光
寺
に
帰
山
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
正
中
二
年
八
月
、
永
光
寺
に
て
六
十
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
。

　

以
上
、
禅
師
の
年
譜
を
確
認
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
師
が
總
持
寺
に
関
わ
っ
た
の
は
足
掛
け
四
年
、
正
確
に
は
丸
三
年
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

ま
た
そ
の
間
の
行
状
を
見
る
と
、
元
亨
元
年
十
一
月
に
は
、
峨
山
禅
師
は
永
光
寺
の
首
座
に
任
じ
ら
れ
秉
払
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
時

期
冬
安
居
を
永
光
寺
で
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
翌
年
四
月
に
は
、
永
光
寺
の
仏
殿
の
建
築
を
開
始
し
て
い

る
。
続
い
て
、
六
月
に
は
、
勝
蓮
峰
に
円
通
院
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
八
月
に
は
、
永
光
寺
仏
殿
の
上
棟
式
を
行
う
と
い
う
様
に
、

永
光
寺
の
伽
藍
整
備
が
、
段
階
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
瑩
山
禅
師
が
、
自
身
で
実
際
に
總
持
寺
に
足
を
運
び
、

造
営
、
運
営
に
直
接
関
わ
る
時
間
は
な
か
な
か
割
け
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
と
、
弟
子
で
あ
る
峨
山
禅
師
が
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こ
の
段
階
か
ら
總
持
寺
の
運
営
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
瑩
山
禅
師
が
總
持
寺
に
与
え
た
影
響
は
、
そ
の
住
持
期
間
も
含
め
て
極
め
て
限
定
的
で
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
總
持
寺
の
初
期
の
段
階
、
瑩
山
禅
師
が
譲
り
受
け
た
段
階
の
總
持
寺
の
現
状
に
関
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
置
文
の
中
に
著
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
様
な
内
容
で
あ
る
。

　
　

瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』
「
山
僧
遺
跡
寺
寺
置
文
記
之
）
（1
（

」

一
、
洞
谷
山
者
、
嗣
法
人
人
連
続
、
而
可
住
持
興
行
。
頗
是
五
老
遺
跡
之
際
、
諸
山
之
中
、
可
崇
重
事
、
置
文
委
之
。

　

（
中
略
）

一
、
總
持
寺
者
、
当
国
第
三
之
僧
所
也
。
檀
那
雖
未
正
信
、
本
院
主
定
賢
律
師
、
為
永
代
伽
藍
興
隆
為
僧
所
、
其
志
不
可
捨

之
。
門
徒
中
可
住
持
興
行
所
也
。

　

右
八
箇
寺
者
、
瑩
山
修
練
、
而
門
徒
令
相
承
寺
寺
也
。
永
代
守
門
風
、
可
練
行
修
持
之
置
文
如
件
。

　
　

元
亨
三
年
〈
癸
亥
〉
十
月
九
日　

洞
谷
開
山
紹
瑾
〈
御
判
〉

　

途
中
略
し
た
が
、
こ
れ
は
元
亨
三
年
十
月
九
日
に
瑩
山
禅
師
が
、
能
登
・
加
賀
地
域
の
瑩
山
禅
師
所
縁
の
洞
谷
山
（
永
光
寺
）
・
山
内

円
通
院
・
宝
応
寺
・
光
孝
寺
・
放
生
寺
・
浄
住
寺
・
大
乘
寺
、
總
持
寺
の
八
ヵ
寺
に
対
す
る
置
文
で
あ
る
。
こ
の
置
文
の
内
容
は
、
八
ヵ

寺
の
今
後
の
運
営
の
方
針
、
住
持
の
心
得
、
諸
注
意
で
あ
る
。

　

一
番
目
が
、
「
洞
谷
山
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
瑩
山
禅
師
に
と
っ
て
第
一
と
言
え
る
寺
院
、
永
光
寺
で
あ
り
、
最
初
に
記
し
て
い
る
。

　

途
中
略
し
た
部
分
の
書
き
出
し
は
、
「
山
中
円
通
院
は
、
瑩
山
今
生
の
祖
母
、
明
智
優
婆
夷
の
為
に
之
を
建
立
す
る
所
な
り
」
「
加
州
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宝
応
寺
は
、
瑩
山
今
生
の
悲
母
、
懐
観
大
姉
の
為
に
建
立
す
る
所
の
尼
寺
な
り
」
「
光
孝
寺
は
、
当
国
最
初
の
独
住
の
所
な
り
」
「
放
生

寺
は
、
加
州
第
三
の
僧
所
、
門
徒
宿
老
の
休
息
の
所
な
り
」
「
加
州
、
浄
住
寺
者
、
本
願
の
素
意
、
清
浄
寄
進
の
僧
所
の
間
、
素
意
に
任

せ
て
、
了
閑
上
座
が
為
に
、
修
練
勤
行
せ
し
む
」
「
大
乗
寺
は
、
先
師
開
法
の
加
州
第
一
の
貴
寺
な
り
」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

最
初
に
記
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
最
後
の
八
番
目
が
總
持
寺
で
あ
る
。
そ
の
書
き
出
し
は
、
「
總
持
寺
は
当
国
第
三
の
僧
所
な
り
」
と
、
あ
る
。
続
い
て
、
「
檀

越
、
未
だ
正
信
な
ら
ざ
る
と
雖
も
、
本
院
主
定
賢
律
師
、
永
代
伽
藍
興
隆
の
為
に
僧
所
と
為
す
。
其
の
志
、
之
を
捨
つ
可
か
ら
ず
。
門
徒

の
中
、
住
持
興
行
す
べ
き
所
な
り
」
と
、
記
す
。

　

こ
れ
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
檀
越
、
未
だ
正
信
な
ら
ず
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
は
ま
だ
檀
那
の
理
解
と
大
き
な
帰
依

を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
定
賢
律
師
が
總
持
寺
を
譲
る
と
い
う
の
は
、
本
人
が
運
営
を
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う

現
実
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
時
、
瑩
山
禅
師
の
名
声
を
聞
き
、
師
に
譲
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
仲
介
者
は
地
元
の

地
頭
職
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

寺
を
譲
り
受
け
た
瑩
山
禅
師
は
、
定
賢
律
師
の
志
を
捨
て
て
は
な
ら
ず
、
門
弟
の
間
で
住
持
職
を
勤
め
、
興
隆
す
べ
き
と
厳
命
し
て
い

る
が
、
他
の
寺
院
に
比
べ
る
と
自
身
の
積
極
的
な
関
与
は
窺
え
な
い
。

　

こ
の
置
文
か
ら
は
、
帰
依
す
る
信
者
や
檀
越
も
少
な
く
、
そ
の
時
点
で
外
護
者
も
現
れ
る
か
心
配
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
察

さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
總
持
寺
が
置
か
れ
て
い
た
当
時
の
状
況
で
あ
る
。

　
　
　
三
、
峨
山
禅
師
と
儀
礼

　

さ
て
、
峨
山
禅
師
は
様
々
な
儀
礼
・
法
要
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
修
行
僧
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
本
論

で
問
題
と
し
て
い
る
檀
信
徒
と
の
関
係
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
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ま
ず
、
總
持
寺
晋
住
時
の
法
要
に
つ
い
て
、
『
洞
谷
記
』
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

七
月
七
日
、
惣
持
寺
住
持
職
、
譲
与
碩
首
座
峨
山
老
。
法
衣
開
堂
着
、
用
拄
杖
・
払
子
・
戒
策
同
付
嘱
。
即
日　

新
命
、
始
東

堂
相
看
時
、
興
聖
三
尺
竹
箆
、
〈
鉄
尺
定
三
尺
二
寸
〉
、
日
本
最
初
入
室
、
竹
箆
付
授
之
。

三
日
間
、
吉
事
連
続
、
七
日
夜
、
受
戒
人
、
十
五
人
、
四
部
衆
調
、
出
家
数
多
。

八
日
、
又
受
戒
者
、
十
三
人
、
是
四
部
調
。

九
日
、
大
般
若
入
寺
。

十
日
、
新
命
以
下
衆
僧
転
読
、
洞
谷
開
題
委
曲
宣
説
般
若
。

十
二
日
、
帰
寺
）
（1
（

。            　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
ず
、
正
中
元
年
七
月
七
日
、
瑩
山
禅
師
は
總
持
寺
住
持
職
を
峨
山
禅
師
に
譲
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
次
、
「
三
日
間
、
吉
事

連
続
」
と
あ
り
、
晋
山
関
係
の
法
要
を
三
日
間
続
け
て
行
っ
た
事
が
分
か
る
。

　

そ
の
法
要
と
は
、
ま
ず
、
住
持
職
を
譲
ら
れ
た
七
日
に
、
授
戒
の
者
が
十
五
人
い
て
、
四
部
衆
が
揃
っ
た
と
あ
り
、
翌
八
日
に
は
、
ま

た
授
戒
の
者
が
十
三
人
い
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
吉
事
の
法
要
と
し
て
授
戒
会
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

授
戒
の
者
十
五
名
と
十
三
名
と
い
う
の
は
、
当
時
と
し
て
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
道
元
禅
師
も
瑩
山
禅
師
も
多
く
の
人
々
に
対

し
て
授
戒
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
峨
山
禅
師
の
布
教
教
化
の
一
面
が
認
め
ら
れ
る
。

　

次
に
、
翌
九
日
、
『
大
般
若
』
が
寺
に
入
り
、
十
日
に
新
命
以
下
の
衆
僧
が
転
読
し
、
そ
し
て
洞
谷
が
開
題
し
、
般
若
を
宣
説
し
た
、

と
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
洞
谷
」
と
い
う
の
は
洞
谷
山
永
光
寺
の
こ
と
で
、
瑩
山
禅
師
が
『
大
般
若
』
を
宣
説
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
峨
山
禅
師
の
転
読
大
般
若
に
よ
る
祈
祷
、
瑩
山
禅
師
が
般
若
の
教
え
を
説
き
示
す
と
い
う
、
師
弟
の
法
要
及
び
教
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示
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

因
み
に
、
十
二
日
帰
寺
と
あ
る
の
は
、
瑩
山
禅
師
が
永
光
寺
へ
帰
山
し
た
こ
と
指
す
。

　

現
在
、
總
持
寺
で
は
、
毎
朝
転
読
大
般
若
を
勤
修
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
峨
山
禅
師
が
入
寺
さ
れ
た
時
点
か
ら
の
法
要
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。

　

次
に
、
『
總
持
第
二
世
峨
山
和
尚
行
状
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

往
々
建
立
梵
刹
、
処
々
修
造
招
提
。
若
夫
毎
節
上
堂
、
或
小
参
、
或
布
薩
。
旦
昏
商
量
、
古
人
結
角
＝
訛
処
、　

為
衆
部
拆
、

聳
動
人
天
。
（
中
略
）
且
厥
受
菩
薩
戒
備
弟
子
員
者
、
真
俗
男
女
不
可
勝
数
矣
）
（1
（

。

　

こ
こ
に
、
「
上
堂
、
或
い
は
小
参
、
或
い
は
布
薩
、
或
い
は
旦
昏
商
量
す
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
修
行
僧
に
対
す
る
教
化
・
指
導
で

あ
り
、
道
元
禅
師
の
上
堂
や
瑩
山
禅
師
の
請
益
に
見
ら
れ
る
接
化
を
、
修
行
僧
に
対
し
て
熱
心
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
拝
察
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
菩
薩
戒
を
授
け
る
弟
子
の
も
の
は
真
俗
男
女
、
勝
げ
て
数
う
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
僧
侶
及
び
一
般
在
家
信
者

に
対
し
て
、
多
く
の
授
戒
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

先
の
『
洞
谷
記
』
に
見
ら
れ
る
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
在
家
者
に
対
し
て
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
を
盛
ん
に
行
い
、
教
化
活
動

に
熱
心
で
あ
っ
た
禅
師
の
姿
が
確
認
で
き
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
在
家
信
者
に
対
す
る
授
戒
、
ま
た
大
般
若
に
見
ら
れ
る
祈
祷
は
、
地
域
の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
家
者
と
の
関
係
が
、
總
持
寺
を
護
持
発
展
さ
せ
て
い
く
基
盤
、
経
済
的
な
援
助
を
受
け
る
背
景
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
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四
、
峨
山
禅
師
と
寄
進
状
（
總
持
寺
の
経
済
基
盤
）

　

先
に
在
家
者
信
者
か
ら
経
済
的
な
援
助
を
受
け
た
と
、
述
べ
た
が
そ
れ
を
示
す
資
料
を
見
て
行
こ
う
。
以
下
に
記
す
の
は
、
『
總
持
寺

誌
』
の
史
料
で
あ
る
。

　

『
總
持
寺
誌
』
「
寺
領
文
書
」
（
番
号
―
『
總
持
寺
誌
』
通
し
番
号
）
（1
（

）

　

五
〇
、
「
対
馬
守
鴨
為
寄
進
状
」
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
十
一
月
十
六
日

　

五
一
、
「
定
賢
寄
進
状
」
嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
）
二
月
十
三
日

　

五
二
、
「
總
持
寺
雑
掌
禅
勝
申
状
」
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
九
月

　

五
三
、
「
領
家
某
寄
進
状
」
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
十
二
月

　

五
四
、
「
地
頭
沙
弥
某
寄
進
状
」
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
十
一
月
二
十
日

　

五
五
、
「
地
頭
政
所
寄
進
状
」
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
三
月
十
日

　

五
六
、
「
諸
岡
寺
々
領
安
堵
状
」
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
正
月
十
四
日

　

五
七
、
「
左
衛
門
尉
平
某
安
堵
状
」
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
後
四
月
十
六
日

　

五
八
、
「
前
右
兵
衛
督
某
安
堵
状
」
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
正
月
十
一
日

　

五
九
、
「
藤
原
よ
り
た
だ
寄
進
状
」
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
六
月
二
十
五
日

　

六
〇
、
「
左
衛
門
尉
信
氏
寄
進
状
」
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
十
一
月
四
日

　

六
一
、
「
長
谷
部
秀
連
去
状
」
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
十
二
月
二
十
五
日

　

六
二
、
「
の
り
の
ぶ
譲
状
」
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
十
一
月
十
五
日

　

六
三
、
「
兵
庫
允
惟
清
証
状
」
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
十
一
月
十
一
日

　

六
四
、
「
尼
し
ゆ
一
寄
進
状
」
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
三
月
八
日
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六
五
、
「
尼
り
や
う
こ
寄
進
状
」
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
五
月
十
五
日

　

こ
れ
ら
が
峨
山
禅
師
が
生
前
に
受
け
た
寄
進
状
の
一
覧
で
あ
る
。
總
持
寺
住
持
の
後
の
一
三
二
七
年
か
ら
示
寂
直
前
の
六
五
年
ま
で
、

『
總
持
寺
誌
』
の
資
料
番
号
で
五
〇
番
か
ら
六
五
番
ま
で
の
十
六
通
残
っ
て
い
る
。

　

そ
の
寄
進
の
意
図
に
関
し
て
は
、
後
に
論
じ
る
が
、
ど
れ
位
の
面
積
の
田
畑
を
貰
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
。
面
積
を

記
し
た
箇
所
が
残
っ
た
寄
進
状
も
あ
る
が
、
欠
損
し
た
も
の
、
ま
た
本
来
あ
る
べ
き
添
え
状
が
な
い
も
の
な
ど
、
不
完
全
の
書
状
が
多
い
。

　

少
な
く
と
も
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
寄
進
を
受
け
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
寄
進
状
の
目
録
も
あ
る
。

　
　
　

六
六
、
「
總
持
寺
文
書
目
録
」 

　
　

一
、
定
賢
律
師
当
寺
開
山
和
尚
請
状　

一
通

　
　

一
、
中
院
殿
当
寺
田
地
安
堵
状
宣
旨
状　

二
通　

内
一
通
国
宣

　
　

一
、
定
賢
律
師
峨
山
和
尚
当
寺
施
入
状　

一
通

　
　

一
、
中
院
右
衛
門
督
制
札
状　

一
通

　
　

一
、
当
寺
敷
地
四
至
分
限
之
状　

一
通

　
　

一
、
領
家
寄
進
状　

元
弘
三
年
状

　
　

一
、
中
院
家
寄
進
状　

一
通　

暦
応
四
年
状

　
　

一
、
吉
見
大
蔵
大
輔
殿
制
札
状　

一
通

　
　

一
、
仁
王
講
田
寄
進
状　

一
通

　
　

一
、
法
幢
院
寄
進
状　

一
通   

此
状
在
無
端
和
尚
之
所
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一
、
今
次
寄
進
状　

一
通　

一
、
定
燈
庵
寄
進
状　

五
通
（
後
筆
か
？
）

　
　

一
、
薩
摩
阿
闍
梨
定
賢
律
師
譲
状　

一
通

　
　

一
、
長
徳
寺
寄
進
状　

二
通　
　

櫛
比
将
監
殿
寄
進
状　

一
通

　
　

一
、
鮎
上
寄
進
状
并
山
号
寺
号

　

    

一
、
越
後
常
興
寺
文
書　

七
通　

此
状
皆
被
下
越
州
常
興
寺
了
（
後
筆
か
？
）

    　
　
　
　
　
　

貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
丙
午
十
二
月
五
日　
　
　
　

如
元
・
純
證
・
宗
真
）
（1
（
　

　

こ
の
寄
進
状
目
録
に
は
、
先
に
挙
げ
た
十
六
通
と
名
称
が
異
な
る
書
状
、
ま
た
相
互
に
合
致
し
な
い
書
状
も
数
多
く
記
載
さ
れ
る
。
単

純
に
先
の
史
料
と
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
、
峨
山
禅
師
が
亡
く
な
ら
れ
た
年
の

十
二
月
の
時
点
で
は
、
目
録
に
挙
げ
た
だ
け
の
寄
進
状
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
多
く
の
寄
進
状
に
記
さ
れ
る
土
地
、
田
畑
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
修
行
者
を
養
い
、
伽
藍
の
整
備
・
修
復
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寄
進
地
が
、
先
に
示
し
た
多
く
の
修
行
僧
を
指
導
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
え
な
い
。

　

実
際
を
考
え
た
と
き
、
田
畑
の
寄
進
は
峨
山
禅
師
に
と
っ
て
も
非
常
に
心
強
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
）
（1
（

。

　
　
五
、
寄
進
状
の
内
容
と
峨
山
禅
師

　

で
は
、
寄
進
状
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
寄
進
者
の
切
な
る
願
い
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　

五
〇
、
「
対
馬
守
鴨
為
寄
進
状
」

　
　

奉
寄
進
諸
岡
寺
大
般
若
経
并
五
部
大
乗
経
供
料
田
事
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合
壱
段
二　

本
国
内　

在
所
諸
岡　

今
介
支
内　

坪
二
所

　

右
件
田
地
者
、
為
本
所
領
家
并
預
所
等
之
祈
祷
之
所
令
寄
進
彼
寺
之
供
料
田
也
。
然
者
毎
月
十
七
日
無
懈
怠
、
発
信
心
令
転
読

彼
経
等
可
致
無
二
之
祈
請
也
。
仍
為
現
世
安
穏
後
生
善
所
、
寄
進
如
件

　
　
　

嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
十
一
月
十
六
日
）
（1
（

　

こ
の
「
対
馬
守
鴨
為
寄
進
状
」
に
は
、
諸
岡
寺
（
諸
嶽
寺
）
に
『
大
般
若
経
』
な
ら
び
に
『
五
部
大
乗
経
』
と
供
料
田
を
寄
進
し
た
と

あ
る
。
『
大
般
若
経
』
は
、
總
持
寺
晋
山
の
折
に
も
届
け
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
祈
祷
経
典
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
そ
れ
と
『
五
部
大
乗
経
』
、
供
料
田
で
あ
る
。

　

供
料
田
と
は
、
「
右
の
件
の
田
地
は
、
本
所
領
家
預
所
等
の
祈
祷
の
施
し
む
る
所
な
り
、
彼
の
寺
の
供
料
田
な
り
」
、
と
あ
る
よ
う
に

供
養
を
行
う
た
め
経
費
、
今
で
い
う
布
施
で
あ
る
。
田
を
寄
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
か
ら
上
が
る
米
を
布
施
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
「
毎
月
十
七
日
無
懈
怠
」
、
と
怠
る
こ
と
な
く
転
読
・
祈
祷
を
要
請
し
て
い
る
。

　

そ
の
願
目
は
、
「
現
世
安
穏
、
後
生
善
所
の
為
に
寄
進
す
る
こ
と
件
の
如
し
」
、
と
あ
る
。

　

以
上
、
『
大
般
若
経
』
を
寄
付
し
、
合
わ
せ
て
供
養
料
と
し
て
田
を
寄
進
す
る
の
で
、
毎
月
十
七
日
に
は
必
ず
現
世
安
穏
・
後
生
善
所

の
為
に
祈
っ
て
欲
し
い
、
と
峨
山
禅
師
に
要
請
し
て
い
る
。

   

次
に
、
五
三
、
「
領
家
某
寄
進
状
」
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

寄
進　

諸
岡
寺
大
般
若
田
事

　

合
壹
段
者
、
大
谷
屋
・
小
谷
屋
・
并
介
支
等
、

　

右
田
地
者
、
奉
為
聖
朝
安
穏
・
天
長
地
久
、
本
家
・
領
家
御
願
成
就
、
限
永
代
彼
寺
奉
寄
進
處
也
、
仍
為
後
證
、
依
仰
執
達
如
件
、
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元
弘
三
年
十
二
月　

日　
　

領
家　

在
判
）
（1
（

  

前
半
の
解
説
は
割
愛
す
る
が
、
こ
の
「
領
家
某
寄
進
状
」
の
願
目
は
の
最
初
に
は
、
「
聖
朝
安
穏
・
天
長
地
久
」
と
あ
り
、
政
治
の
安

定
、
天
地
の
平
穏
を
願
っ
て
い
る
。
次
に
「
本
家
領
家
、
御
願
成
就
」
、
と
本
家
・
領
家
の
所
願
が
成
就
す
る
こ
と
を
祈
念
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
願
い
を
背
景
に
土
地
の
寄
進
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

  

ま
た
、
五
九
、
「
藤
原
よ
り
た
だ
寄
進
状
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

き
し
ん
た
て
ま
つ
る　

の
と
の
く
に
と
き
の
い
ん
、
あ
ゆ
が
み
む
ら
の
地
頭
し
き
の
内
の
田
地
の
事

　

右
か
の
し
よ
り
よ
う
は
、
よ
り
た
だ
ち
う
た
い
そ
う
て
ん
の
し
よ
り
や
う
な
り
、
し
か
る
に
こ
し
よ
う
ほ
た
い
の
た
め
、
て

ん
そ
の
み
た
う
を
、
し
し
や
う
か
さ
ん
お
し
や
う
に
、
は
し
め
て
ま
い
ら
せ
お
き
候
に
よ
り
、
（
後
略
）
11
（

）

　

こ
こ
に
は
、
藤
原
よ
り
た
だ
が
、
重
代
相
伝
の
所
領
を
、
「
後
生
菩
提
の
為
、
伝
祖
の
御
田
を
師
匠
峨
山
和
尚
」
へ
寄
進
し
た
旨
が
記

さ
る
。
つ
ま
り
、
来
世
の
平
安
を
願
っ
て
の
寄
進
で
あ
る
。

　

他
の
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
寄
進
状
か
ら
峨
山
禅
師
に
期
待
す
る
強
い
思
い
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
願
い
に
、
峨
山
禅
師

が
積
極
的
に
応
え
、
信
頼
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

  

さ
ら
に
、
寄
進
状
で
は
な
い
が
、
「
峨
山
韶
碩
禅
師
喪
記
」
に
は
、
「
左
衛
門
少
尉
頼
信
」
と
い
う
俗
人
の
祭
文
が
あ
る
）
1（
（

。
こ
う
し
た

葬
儀
に
際
し
て
の
祭
文
の
例
は
、
比
較
的
数
も
少
な
く
貴
重
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
事
が
行
わ
れ
た
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
再

確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
に
、
峨
山
禅
師
と
帰
依
者
と
の
密
な
る
関
係
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。   
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六
、
峨
山
禅
師
の
檀
信
徒
へ
の
思
い

　

こ
う
し
た
峨
山
禅
師
の
姿
勢
は
、
師
で
あ
る
瑩
山
禅
師
の
教
え
と
思
い
を
強
く
引
き
継
い
で
い
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
洞
谷

記
』
「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

（
前
略
）
依
之
尽
未
来
際
、
瑩
山
嗣
法
小
師
、
剃
頭
小
師
、
参
学
小
師
、
受
具
受
戒
、
出
家
在
家
、
諸
門
弟
等
、
一
味
同
心
、

以
当
山
為
一
大
事
。
偏
奉
崇
敬
五
老
峰
。
専
可
興
行
門
風
、
是
則
瑩
山
尽
未
来
際
之
本
望
也
。
仏
言
、
篤
信
檀
那
、
得
之
時
、

仏
法
不
断
絶
、
云
云
。
又
云
、
敬
檀
那
可
如
仏
、
戒
定
慧
解
、
皆
依
檀
那
力
成
就
、
云
云
。
然
間
、
瑩
山
今
生
仏
法
修
行
、
依

此
檀
越
信
心
成
就
。
故
尽
未
来
際
、
以
此
本
願
主
子
子
孫
孫
、
可
為
当
山
大
檀
越
大
恩
所
。
是
故
、
師
檀
和
合
、
而
親
作
水
魚

眤
、
来
際
一
如
、
而
可
致
骨
肉
思
。
用
心
如
此
者
、
実
是
可
為
当
山
之
師
檀
。
縦
使
有
難
値
難
遇
之
事
、
必
可
生
和
合
和
睦
之

思
。
以
此
置
文
、
為
当
山
来
際
之
亀
鏡
、
為
住
持
檀
越
之
眼
目
。
以
壹
通
写
両
通
、
師
檀
共
加
折
目
判
形
、
一
通
納
寺
庫
、
一

通
持
檀
家
、
可
為
師
檀
相
互
之
後
鑑
。
檀
那
之
崇
敬
此
門
徒
之
商
議
住
持
、
住
持
之
彼
檀
越
之
遺
付
子
孫
、
可
崇
重
之
置
文

状
、
如
件
。

　
　

元
応
元
年
〈
己
未
〉
十
二
月
八
日
）
11
（

  

　

余
り
に
有
名
な
一
段
で
あ
る
の
で
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
「
仏
の
言
わ
く
、
篤
信
の
檀
那
、
こ
れ
を
得
る
と
き

仏
法
断
絶
せ
ず
」
「
又
た
云
く
、
檀
那
敬
う
事
仏
の
如
く
す
べ
し
、
戒
定
慧
解
、
皆
な
檀
那
の
力
に
依
り
て
成
就
す
」
「
瑩
山
、
今
生
の

仏
法
修
行
、
此
れ
檀
越
の
信
心
に
依
り
て
成
就
す
」
「
是
の
故
に
、
師
檀
和
合
、
而
親
作
水
魚
眤
、
来
際
一
如
、
而
可
致
骨
肉
思
」
と
、

檀
越
へ
の
思
い
を
綴
っ
て
い
る
。
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さ
ら
に
、
「
一
通
を
以
て
両
通
に
写
し
、
師
檀
共
に
折
目
判
形
を
加
え
、
一
通
は
寺
庫
に
納
め
、
一
通
は
檀
家
に
持
し
て
、
師
檀
相
互

の
後
鑑
と
為
す
べ
し
。
檀
那
は
之
れ
此
の
門
徒
の
商
議
、
住
持
を
崇
敬
し
、
住
持
、
彼
の
檀
越
の
遺
付
の
子
孫
、
崇
重
す
べ
き
の
置
文
の

状
、
件
の
如
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
具
体
的
に
書
状
を
二
通
作
り
、
一
通
は
寺
に
、
も
う
一
通
は
檀
家
で
持
ち
、
そ
し
て
、
寺
と
檀

家
の
後
世
の
鑑
と
す
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
檀
信
徒
と
住
持
と
も
に
互
い
に
尊
崇
・
尊
重
す
べ
き
こ
と
が
厳
し
く
誡
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
瑩
山
禅
師
の
強
い
誡
め
は
、
寺
院
の
護
持
発
展
、
そ
し
て
教
団
運
営
か
ら
も
外
護
者
の
存
在
と
そ
れ
を
大
切
に
思
う
気
持

ち
、
そ
し
て
そ
れ
を
弟
子
達
へ
伝
え
て
行
き
、
後
世
の
指
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
『
観
音
堂
縁
起
』
（
總
持
寺
中
興
縁
起
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

門
上
安
放
光
菩
薩
、
放
光
般
若
之
意
也
。
放
光
菩
薩
者
大
唐
廣
善
寺
門
上
之
霊
像
也
。
僧
形
観
音
地
蔵
二
菩
薩
也
。
常
放
光

明
、
而
令
人
敬
信
。
両
尊
是
同
故
、
倶
称
放
光
菩
薩
。
当
帝
后
妣
姙
孕
時
、
参
詣
祈
念
放
光
頻
新
、
産
生
平
安
、
王
子
誕
生
。

自
尓
以
後
数
百
年
、
大
唐
日
本
皇
后
将
相
、
悉
皆
帰
之
、
祈
請
産
生
平
安
。
当
庄
姙
婦
可
祈
之
。
霊
験
必
可
掲
焉
矣
。
為
後
鑑

記
之
。
諸
人
同
心
合
力
、
立
当
寺
山
門
、
仰
圓
通
冥
応
。
至
祷
至
祷
）
11
（

。

　

こ
れ
は
、
『
観
音
堂
縁
起
』
の
最
後
の
箇
所
で
あ
る
が
、
門
上
に
放
光
菩
薩
を
安
置
し
た
由
来
を
記
し
た
後
、
「
多
く
の
檀
信
徒
が
一

味
同
心
に
力
を
合
わ
せ
、
總
持
寺
に
山
門
を
建
て
、
観
音
の
利
益
を
仰
ぐ
べ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
總
持
寺
伽
藍
整
備
の

思
い
が
、
檀
信
徒
へ
の
期
待
と
共
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
瑩
山
禅
師
の
思
い
を
引
き
継
い
だ
の
が
、
峨
山
禅
師
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
峨
山
禅
師
と
檀
信
徒
と
の
関
係
、
そ
し
て
そ
の
思
い
は
瑩
山
禅
師
の
教
え
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
な
い
か
と
述
べ
て
来
た
。
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住
持
が
い
て
、
ま
た
多
く
の
僧
が
修
行
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
寺
院
が
発
展
す
る
の
で
は
な
い
。
優
れ
た
住
持
を
助
け
、
ま
た
集
ま
っ

た
修
行
僧
を
養
っ
て
も
ら
え
る
経
済
的
な
基
盤
、
そ
の
地
域
の
外
護
者
、
檀
信
徒
の
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
力
は
、
黙
っ
て
い

て
集
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
力
を
結
集
す
る
力
量
を
峨
山
禅
師
が
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
檀
信
徒
の
期
待
や
願
い
に
応
え
、
さ
ら
に
人
々
を
教
化
す

る
力
が
有
っ
て
、
寄
進
が
集
ま
り
、
そ
し
て
結
果
的
に
多
く
の
弟
子
を
育
て
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
力
が
、
後
の
寺
院
及
び
教
団
の
大
き
な
発
展
の
基
に
な
り
、
現
在
の
曹
洞
宗
教
団
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
論
を
閉
じ
た
い

と
思
う
。
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史
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史
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史
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總
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史
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史
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。
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總
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總
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史
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２
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總
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總
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頁
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四
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八
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。

（
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。

（
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）
『
總
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寺
誌
』
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頁
、
『
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門
前
町
史
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「
資
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２
」
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八
頁
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（
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）
『
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曹
洞
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書
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「
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式
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記
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。
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概
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き
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で
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い
。


